
・新型ウイルス感染拡大防止に伴うご相談、ご意見をいただいています。
・事業者が活用できる制度、危機を耐えるための考え方を紹介します。
・たはら亮が所属する会派「輝政会」より、市長へ要望書を提出しました。
・朝霞市における緊急経済対策、市長専決処分の内容を紹介します。
・介護サービス利用者が感染した場合の対応、可視化への取組みです。

本号ひとことダイジェスト！
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〇新型ウイルス感染拡大防止に伴うご相談、ご意見をいただいています。

緊急事態宣言が発令されている今、保育や小・中学校の臨時休業に係
る不安、事業主としての経営難や運転資金確保策、介護サービス利用者
の感染者情報や対応など、多くのご相談やご意見をいただいています。

本来であれば、私から皆様を訪問してお話を伺いながら困りごとに対応
したいところです。しかし、不要不急の外出自粛を呼び掛けている立場か
ら、積極的にお伺いすることもできず歯痒く思っている次第です。

電話やメール、インターネットを活用したビデオ会議など、様々な手段で
コミュニケーションを図っている他、ご連絡をいただければ感染拡大防止
に十分配慮した上でお伺いしております。お気軽にお申し付けください。

令和２年５月１０日発行（発行責任者・阿部真介）

〇事業者が活用できる制度、危機を耐えるための考え方。

弊所に寄せられる相談に対応するため、参考としているのが
経済産業省のサイトとパンフです（左図）。全て頭に入っている
訳ではありませんが、先月末に成立した国の補正予算を受けて
の追加施策など、最新情報を日々チェックしているところです。

また、必要に応じて関連する専門士業の先生方とも協働しな
がら、事業者の皆様と共に考え、解決策を探ります。いよいよ厳
しい…となる前に、まずは早めのご相談が大切かと存じます。

①即効性ある各猶予制度を最大限活用しキャッシュを残す
②各種融資や貸付制度でゴールまでの運転資金を確保する
③雇用調整をはじめとする各種助成金や交付金等を活用する

このような順番と考え方に沿って解決策を考えます。詳しくは、
たはら亮公式Ｆａｃｅｂｏｏｋで解説していますのでご覧ください。

非常に多くの情報が日々更新されます。中には根拠が不明な情報や中傷もあり、これらを受け取る側も注意が
必要と感じる今日この頃です。また、いわゆる情報弱者とされる方々への発信や、煩雑な手続きをクリアするため
の方法も同時に考えなければなりません。ビデオ会議を活用し、議員間でも情報共有と意見交換を重ねています。

今回は簡単ながら事業者としての考え方を紹介しましたが、雇われている側としての雇い止め問題、個人が活
用できる生活支援策などの相談もあり、適宜対応しております。即効性ある解決策が示せず、市議として無力を
感じることもありますが、皆様の声や意見をしっかり受け止め政策提言につなげられるよう、真摯に取り組みます。

これまでに経験したことのない非常事態が続きます。新型ウイルス感染拡大防止には最大限の協力をしつつ、
地域における経済活動や学校生活が早期に再開できるよう、双方の視点を持って諸課題に対応して参ります。



お名前 電話番号ご住所

このＲｅｐｏｒｔの定期発送、各種ご案内をさせていただきますので、是非ご登録をお願いします。

後援会事務所〒３５１‐０００５朝霞市根岸台２‐５‐２５☏０４８‐４６５‐８２３６📠０４８‐４６５‐８２３７

たはら亮後援会応援サポーターを募集しています！

〇所属会派「輝政会」からの要望書を富岡市長へ提出（４月１０日）。

【具体的かつ継続的な対策を求めるもの】
１、市内事業者に対する具体的な経営支援策

既存商品券を活用した運転資金確保策や、新たなテイクアウト品への
半額補助など、具体的な経営支援策及び消費喚起策を要望。
２、市内小・中学校の臨時休業延長に伴う「学びの保障」への配慮

ＩＣＴ環境の早期整備を中心としたオンライン指導等の支援、このような
環境にない家庭への支援など、国や県と連携した早期充実を要望。
【早急に整備を求めるもの】
３、新型コロナウィルスに関する総合対応窓口の開設を

庁内各部署だけでなく、商工会等との連携が必要な手続きもあります。
横断的な連携が必要なものや、同時に複数の課題を抱える場合も想定
されることから、ワンストップで対応できる体制整備を提案しました。

〇介護サービス利用者が感染した場合の対応、可視化への取組みです。

４月中旬、市内介護サービス利用者に新型ウイルス感染者が発生したとの
報を受け、介護保険事業者の皆様とも意見交換を重ねました。目に見えない
新型ウィルスとの辛い戦い、事業者も感染拡大防止には最大限注意して支
援に当たっており、十分かつ正確な情報伝達が必要となります。現場の声を
受け、担当部局とも協議した結果、可視化に向けた手を打ってくださいました。

自立支援を掲げる介護保険制度。必要最低限となると介護度の低下も懸
念されます。今後の推移を注視しつつ、声を届けて参りたいと考えております。

田原亮 昭和５１年３月９日生

平成１６年より朝霞市内で独立
型ケアマネジャー事務所を開設、
平成２１年からは行政書士・社会
福祉士「ゆい生活法務事務所」を
運営し、民事法務や企業法務を中
心に、地元で日々奮闘中です。

高１、小５、年長の３人の父親と
して朝霞第二小学校ＰＴＡに参加
すると共に、東町内会では役員と
して地域活動に取り組んでいます。

その他、朝霞市商工会理事、朝
霞自衛隊協力会青年部会など多
方面で活動している他、令和元年
度朝霞市議会議員一般選挙にて
二期目の当選を果たしました。

〇朝霞市における緊急経済対策、令和２年度一般会計補正予算専決処分。

新型ウイルス感染拡大に伴う市民及び事業者向けの施策を速やかに実施
するため、補正予算の専決処分を行いました。詳細はご連絡ください。
１、国の施策を市において実施するもの

住宅確保給付金（生活困窮者の家賃補助）、特別定額給付金（国民一人あ
たり１０万円）、子育て世代臨時特別給付金（児童手当受給世帯に１万円）
２、市独自の施策

あさかスマイルキッズ臨時特別給付金（子育て世代特別臨時給付金への上
乗せ５千円）、持ち帰り・宅配サービス導入奨励金（導入経費５万円、１００社
分）、中小・小規模企業者支援金（売上２０％減の場合一律１０万円、２，０００
社分）、感染症対策用品購入（終息した場合は備蓄用）


